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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年６月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１０月１８日 １４時１５分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市長井漁港西南西方沖 

長井港防波堤灯台から真方位２４９°２,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１１.９６′ 東経１３９°３４.８６′） 

事故調査の経過  平成２６年１２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ヨット デルフィナ、５トン未満 

２４０－２４９７１神奈川、個人所有 

 ８.８２ｍ（Lr）×３.２４ｍ×１.５１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１１.７７kＷ、平成２年２月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５６年１月１６日 

  免許証交付日 平成２３年３月１０日 

         （平成２８年４月６日まで有効） 

乗組員 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２２年７月２２日 

  免許証交付日 平成２３年９月１２日 

         （平成２７年７月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過  本船は、船長及び乗組員１人が乗り組み、知人６人を乗せ、三崎市

の小網代
こ あ じ ろ

湾を出航し、船長が操舵につき、メインセールを張り、主機

を併用する機帆走状態とし、対地速力約４ノットで航行した。 

船長は、相模網代埼沖灯浮標を通過した後、右回頭して亀
かめ

城
ぎ

礁灯標

の西方沖に向かう針路として北北西進中、‘亀城礁灯標西側の浅所域’

（以下「本件浅所域」という。）を避けるつもりで同灯標から約２５

０ｍ離す針路とした後、乗組員に対し、同針路で航行をするよう指示
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して操舵を交替し、左舷船尾で釣りの準備を行っていた。 

 船長は、釣りの準備を終えた後、右舷方には本件浅所域があるの

で、乗組員に右舵を取らないよう指示し、航行を続けていたところ、

平成２６年１０月１８日１４時１５分ごろ、突然、衝撃を感じ、主機

の停止を認めた。 

 船長は、乗り揚げたと思い、乗組員から操舵を交替して主機を後進

にかけて離礁し、定係地のマリーナに向かう針路で機帆走を続け、同

マリーナに救助を要請した後、乗組員から船内に浸水しているとの報

告を受けた。 

 救助の要請を受けたマリーナの担当者は、本船の近くにある別のマ

リーナに救助を依頼し、本船の事故を海上保安庁へ通報した。 

 本船は、乗組員がキャビン内の水をくみ出していたが、救助船が来

る前に主機が停止し、浸水量が増えて水船状態となった。 

船長は、付近を航行中の遊漁船に助けを求め、乗組員及び知人６人

と共に遊漁船に移乗し、横須賀市の佐島漁港に搬送された。 

 本船は、１９日、キールが折損し、マストが海底に当たった状態で

転覆しているところを作業船に引き起こされ、最寄りのマリーナに陸

揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約０.９m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約１.２６ｍ（小田

和湾） 

 その他の事項 

 

 本船は、ヨット愛好者の集まりであるヨットクラブに運航管理さ

れ、運航時、小型船舶操縦士免許証を有し、航行経験が豊富な者が船

長になっていた。 

 本船には、ハンディ型のＧＰＳがあったが、本事故当時、壊れてお

り、本事故発生場所付近の海図Ｗ９２（三崎港至湘南港）が備えられ

ていた。 

 船長は、亀城礁灯標の周囲に白波が立つのを見て、そこに浅所域が

あることを知っていたので、ふだんは白波が生じている水域を避けて

航行していたが、本件浅所域の範囲を同灯標からの距離で確認してい

なかった。 

船長は、本事故当時、海上が平穏で白波が立っていないのを見て、

亀城礁灯標から約２５０ｍ離せば、本件浅所域を避けて安全に航行で

きると思った。 

船長は、本事故後、海図を見て安全に航行するには、約５００ｍ以

上離す必要があったことを知った。 

 本船は、本事故当時、メインセールを展張していたが、風がほとん

どなく、ほぼ機走状態であった。 

 船長は、ヨット歴が約３６年あり、亀城礁灯標西方沖を航行した経
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験が豊富にあった。 

 乗組員は、ヨット歴約７年であった。 

 船長、乗組員及び知人６人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、機帆走で長井港西南西方沖を北北西進中、船長が、本件浅

所域があることを知っていたものの、本件浅所域の範囲を亀城礁灯標

からの距離で確認していなかったことから、同灯標から約２５０ｍ離

せば安全に航行できると思い、本件浅所域に向けて航行し、浅所に乗

り揚げたものと考えられる。 

 船長は、本件浅所域を避ける際、ふだんは白波が生じている水域を

目印としていたことから、同灯標からの距離を確認していなかったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が機帆走で長井港西南西方沖を北北西進中、船長

が、本件浅所域があることを知っていたものの、本件浅所域の範囲を

亀城礁灯標からの距離で確認していなかったため、同灯標から約２５

０ｍ離せば安全に航行できると思い、本件浅所域に向けて航行し、浅

所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・安全に航行するため、海図等によって事前に水路調査を行い、適

切な針路を設定しておくこと。 

 ・ＧＰＳプロッターなどの航海計器を所持することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年１０月１８日 

１４時１５分ごろ発生） 

× 

長井港防波堤灯台 

本船 

亀城礁灯標 

相模網代埼沖灯浮標 

神奈川県 

横須賀市 


